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第第第第５５５５章章章章    療養病床療養病床療養病床療養病床転換転換転換転換推進推進推進推進計画計画計画計画    
 

  

 

 

１  転換推進計画の基本姿勢 

 

療養病床の再編成については、高齢者への医療・介護サービスの提供の在り

方について、生活支援を重視する視点に立って、療養病床を入院患者の医療の

必要性の観点から再編成することとされています。 

具体的には、医療の必要性が高い患者に対しては、引き続き医療保険により

療養病床において必要な医療サービスを提供する一方、医療の必要性が低い患

者に対しては、その方の状態に相応しい介護サービス等が提供されるよう、介

護保険施設等への転換を進めることとなっています。 

転換推進計画の作成にあたっては、現に入院している患者が行き場を失うこ

とがなく、高齢者の状態に即した適切なサービスが提供される体制整備を目指

し、次の４つの視点から取り組みます。 

 

 

   ① 高齢者の状態に即した適切な医療・介護サービスの提供 

医療の必要性の高い方には医療療養病床でサービスを提供するとと

もに、医療よりも介護サービスが必要な方には介護老人保健施設や特

別養護老人ホームなどでサービスを提供します。 

 

② 療養病床を退院する患者が引続き適切なサービスを受けられる体制整

備 

療養病床の患者が、医療の必要性が低くなったため、退院すること

となった場合でも、引続き医療や介護の適切なサービスが切れ目なく

受けられるようサービス提供基盤の整備に努めます。 

 

     ③  療養病床の患者への配慮 

     現に療養病床に入院している患者の状態、本人の希望及び家庭環境に

より必要かつ適切な医療及び介護サービスを受けられるよう最大限配慮

するものとします。 

また、患者や家族の方が不安を抱くことがないよう、県や市町に相談

窓口を設置するなど、きめ細やかな情報提供体制の構築に努めます。 

 

    ④  医療機関への配慮 

         療養病床の転換にあたっては、医療機関の意向を尊重するとともに、

「療養病床転換推進計画」に基づいて、円滑に転換できるよう、相談窓

口を設け、医療機関からの相談を受けるとともに、情報の提供を行うな

ど支援に努めます。 



 24

※ 全国衛生部長会による平成19年介護保険施設等の定数等調査結果 

※ 医療療養病床には、回復期リハビリテーション病床75床を含む 

２  療養病床等の配置状況 

 

(1) 療養病床の配置状況 

 

     平成１９年４月現在の医療療養病床及び介護療養病床の病床数は、県

全体では５，２０１床となっており、圏域別では、南加賀９０５床、石

川中央３，３８３床、能登中部４８９床、能登北部４２４床となってい

ます。 

 

高齢者１，０００人あたりでは、医療療養病床は、県全体１３．９床

に対し、南加賀１２．３床、石川中央１９．０床、能登中部５．５床、

能登北部が５．８床となっています。 

また、介護療養病床は、県全体が６．６床に対し、南加賀５．１床、

石川中央６．８床、能登中部６．６床、能登北部が８．１床となってい

ます。 

 

なお、全国との比較では、平成１９年４月１日現在における高齢者人

口（６５歳以上）１，０００人あたりの療養病床数は、全国平均が約１３．８床で

あるのに対し、石川県は約２０．５床（全国１２位）になっています。   

                                                H19.4.1現在 

医療療養病床（床） 介護療養病床（床） 

区 分 
高齢者数 

（人） 

療養病床 

（床） 
 

割合（％） 
高齢者 

1,000人 

あたり 

 
割合（％） 

高齢者

1,000人 

あたり 

県 全 体 254,204 5,201 3,527 67.8 13.9 1,674 32.2 6.6 

南加賀 52,089 905 639 70.6 12.3     266 29.4 5.1 

石川中央 131,247 3,383 2,488  73.5 19.0 895 26.5 6.8 

能登中部 40,403 489 224 45.8 5.5 265 54.2 6.6 

 

能登北部 30,465 424 176 41.5 5.8 248 58.5 8.1 
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（病床数） 

都道府県別65歳以上人口1,000人あたりの療養病床数(H19.4.1現在) 

  20.5床 

  13.8床 
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(2) 施設・居住系サービス等の配置状況 

 

   ①  施設サービスの配置状況 

     高齢者１，０００人あたりのベッド数では、介護老人保健施設は、県全体が１４．３

床に対し、南加賀が１８．５床、石川中央が１３．８床、能登中部が１４．６床、能登

北部が８．５床となっています。 

また、特別養護老人ホームは、県全体が２１．５床に対し、南加賀が２２．７床、石

川中央が２０．１床、能登中部が２１．８床、能登北部が２５．４床となっています。 
 

H19.4.1現在  

介護老人保健施設 特別養護老人ホーム 

区 分 
高齢者数 

(人) ﾍﾞｯﾄﾞ数(床) 
高齢者1,000人

あたり 
ﾍﾞｯﾄﾞ数(床) 

高齢者1,000人

あたり 

県 全 体 254,204 3,634 14.3 5,469 21.5 

南 加 賀 52,089 966 18.5 1,180 22.7 

石川中央 131,247 1,817 13.8 2,634 20.1 

能登中部 40,403 591 14.6 880 21.8 

 

能登北部 30,465 260 8.5 775 25.4 

 

② 居住系サービス等の配置状況 

     高齢者１，０００人あたりのベッド数では、有料老人ホーム、ケアハウスが南加賀、

石川中央で多く、能登中部、能登北部が少ない状況ですが、養護老人ホーム、グループ

ホームでは、それほど大きな差はない状況となっています。 
H19.4.1現在  

 

③ 在宅サービス・在宅医療の配置状況 

     概ね、どのサービスの事業所も南加賀、石川中央が多く、能登中部、能登北部が少な

くなっています。 

                                      H19.4.1現在（単位：事業所数） 

区 分 
高齢者数 

(人) 
訪問介護 訪問入浴 通所介護 

通所ﾘﾊ 

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

 

居宅療養 

管理指導 
訪問看護 

在宅療養 

支援診療所 

県 全 体 254,204 194 40 259 80 1,185 458 95 

南 加 賀 52,089 36 9 65 21 217 86 20 

石川中央 131,247 119 15 143 39 738 291 56 

能登中部 40,403 21 8 33 16 148 51 17 

 

能登北部 30,465 18 8 18 4 82 30 2 

有料老人ホーム ケアハウス 養護老人ホーム グループホーム 

区 分 
高齢者数 

(人) ﾍﾞｯﾄﾞ数 

(床) 

高齢者

1,000人

あたり 

ﾍﾞｯﾄﾞ数 

(床) 

高齢者

1,000人

あたり 

ﾍﾞｯﾄﾞ数 

(床) 

高齢者

1,000人

あたり 

ﾍﾞｯﾄﾞ数 

(床) 

高齢者

1,000人 

あたり 

県 全 体 254,204 929 3.7 1,153 4.5 700 2.8 2,187 8.6 

南 加 賀 52,089 76 1.5 298 5.7 180 3.5 396 7.6 

石川中央 131,247 834 6.4 745 5.7 240 1.8 1,189 9.1 

能登中部 40,403 19 0.5 110 2.7 80 2.0 369 9.1 

 

能登北部 30,465 0 0.0 0 0.0 200 6.6 233 7.6 
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  (1) 平成１８年１０月の療養病床アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

① 療養病床の病床数及び入院患者数等 

石川県の療養病床の病床数は、医療療養病床は、３，５００床で、入

院患者数は、３，００６人、病床利用率は８５．９％であった。 

また、介護療養病床は、１，７９１床で、入院患者は、１，７１７人、

病床利用率は９５．９％であった。 

 

石 川 県 全  国 
区  分 

病床数（床） 患者数（人） 利用率 病床数（床） 患者数（人） 利用率 

医療療養病床 3,500 3,006 85.9％ 222,398 196,480 88.3％ 

介護療養病床 1,791 1,717 95.9％ 116,031 107,592 92.7％ 

合    計 5,291 4,723 89.3％ 338,429 304,072 89.8％ 

※ 短期入所療養介護6床については、医療療養病床に含めています 

 

② 医療療養病床における入院患者の医療区分の状況 

石川県では、医療区分１が３９．７％、医療区分２が４６．０％、医

療区分３が１４．３％であった。 

全国では、医療区分１が３６．８％、医療区分２が４５．８％、医療

区分３が１７．５％であった。 

 

  

 

 

 

 

 

 

石 川 県 全  国 
区  分 

患者数 構成比 患者数 構成比 

医療区分１ 1,194 39.7% 71,721 36.8% 

医療区分２ 1,383 46.0% 89,329 45.8% 

医療区分３ 429 14.3% 34,052 17.5% 

計 3,006 ― 195,102 ― 

 

○ 療養病床の再編成に向けての基礎資料とすることを目的として、療養病床を有する医療機

関に対し、転換意向等の調査を実施 

 

○ アンケート調査の時期 平成18年10月1日 

 

○ 回 答 数  全 国：５，９３０医療機関（回答率： ９３．２％） 

         石川県：   ８１医療機関（回答率：１００．０％） 
 

※ 調査日現在の医療療養病床のうち、回復期リハビリテーション病床７５床を除く 

 

（単位：人、％） 

３  療養病床アンケート調査結果 
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【医療区分の説明】 
区   分 医療処置 疾患・状態 

医療区分１ 下記２，３に該当しないもの 

医療区分２ 

透析 

発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養 

１日８回以上の喀痰吸引 

気管切開・気管内挿管のケア 

脊髄損傷（頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認

められる場合） 

慢性閉塞性肺疾患（COPD） 

疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍 

肺炎 

リハビリテーションが必要な疾患が発症してから３０日

以内 など 

医療区分３ 

中心静脈栄養 

人工呼吸器使用 

発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管 

スモン 

医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している

状態 

                          

 

③ 介護療養病床における入院患者の要介護度の状況 

全国と比べて、要介護５の方の入院している割合が高かった。 

石川県：５７．３％   全国：５３．６％ 

（単位：人） 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

石川県

 

 

区  分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

石川県 0 0 23 68 190 453 983 1,717 

(構成比) 0.0% 0.0% 1.3% 4.0% 11.1% 26.4% 57.3% ― 

全 国 33 84 2,327 4,782 12,683 30,007 57,604 107,520 

(構成比) 0.0% 0.1% 2.2% 4.4% 11.8% 27.9% 53.6% ― 
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要介護2 
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④ 介護療養病床における入院患者の医療区分の状況 

石川県では、医療区分１が５４．８％、医療区分２が３９．０％、医療

区分３が６．２％であった。 

全国では、医療区分１が７５．１％、医療区分２が２０．９％、医療区

分３が４．０％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

石川県

  

   

⑤ 療養病床の転換意向について 

    ・医療療養病床とする意向は、全国では、４９．６％、石川県では、

５６．６％であった。 

    ・老健等に転換する意向は、全国では９．２％、石川県では９．４％で 

あった。 

    ・意向未定は、全国では３０．８％、石川県では２３．４％であった。 

 

                                     （単位：床） 

平 成 2 3 年 度 末 ま で の 転 換 先 

医 療 保 険 介 護 保 険 そ  の  他 

 区 分 

H18.10.1 

現 在 

病床数 医 療 

療養病床 左のうち 

回復期ﾘﾊ 

一般病床 
介 護 

療養病床 

介護老人

保健施設 

有料老人 

ホーム 
未 定 廃 止 その他 

3,500 2,377 46 170 0 137 0 718 39 59 医 療 

療養病床 - 67.9% 1.3% 4.9% 0.0% 3.9% 0.0% 20.5% 1.1% 1.7% 

1,791 616 10 127 152 342 20 520 14 0 介 護 

療養病床 - 34.4% 0.6% 7.1% 8.5% 19.1% 1.1% 29.0% 0.8% 0.0% 

5,291 2,993 56 297 152 479 20 1,238 53 59 療養病床 

全 体 - 56.6% 1.1% 5.6% 2.9% 9.0% 0.4% 23.4% 1.0% 1.1% 

 

石 川 県 全  国 
区  分 

患者数 構成比 患者数 構成比 

医療区分１ 149 54.8% 12,030 75.1% 

医療区分２ 106 39.0% 3,343 20.9% 

医療区分３ 17 6.2% 643 4.0% 

計 272 ― 16,016 ― 

医療区分１ 

75.1% 

医療区分１ 

54.8% 
医療区分２ 

39.0% 

医療区分３ 

6.2% 

医療区分３

4.0% 

医療区分２ 

20.9% 

※ 介護療養病床の入院患者のうち、誕生月が３，６，９，１２月である患者５５５人を抽出し調査、 

  調査対象者のうち、２７２人から回答があった 

（単位：人、％） 
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(2) 平成１９年８月の療養病床アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 療養病床の病床数及び入院患者数等 

石川県の療養病床の病床数は、医療療養病床は、３，４２９床で、回

答のあった病床３，４１１床の入院患者数は２，９９４人、病床利用率

は８７．８％であった。 

また、介護療養病床は、１，６４２床で、入院患者は、１，５２７人、

病床利用率は９３．０％であった。 

 

石 川 県 

区  分 病床数（床） 回答があった病床数 

（床） 

患者数（人） 利用率 

医療療養病床 3,429 3,411 2,994 87.8％ 

介護療養病床 1,642 1,642 1,527 93.0％ 

合    計 5,071 5,053 4,521 89.5％ 

 

 

 

②  医療療養病床における入院患者の医療区分の状況 

      医療区分１は３６．６％、医療区分２は４６．４％、医療区分３は 

１７．０％であった。 

                              （単位：人） 

区 分 医療区分１ 医療区分２ 医療区分３ 計 

患者数 1,096 1,390 508 2,994 

（構成比） 36.6％ 46.4％ 17.0％ ― 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

医療療養病床

 

 

○ 療養病床の再編成に向けての基礎資料とすることを目的として、療養病床を有する医療機関

に対し、転換意向等の調査を実施 

○ アンケート調査の時期 平成19年8月1日 

○ 回答施設数 ７８医療機関のうち、７５医療機関（回答率96.2％） 

 

 ※ 調査日現在の医療療養病床のうち、回復期リハビリテーション病床８０床を除く 

医療区分１

36.6% 

医療区分２ 

46.4% 

医療区分３ 

17.0% 
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③ 介護療養病床における入院患者の医療区分の状況 

 

       医療区分１は６５．１％、医療区分２は２９．３％、医療区分３は  

５．６％であった。 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 療養病床の転換意向について 

     ・医療療養病床とする意向は、５７．２％であった。 

    ・老健、特養に転換する意向は、１３．４％であった。 

     ・意向未定は、２７．６％であった。 

（単位：床） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 医療区分１ 医療区分２ 医療区分３ 計 

患者数 304人 137人 26人 467人 

（構成比） 65.1％ 29.3％ 5.6％ ― 

平 成 2 4 年 度 ま で の 転 換 先 

医  療  保  険 介  護  保  険 そ の 他 

 区 分 

H19.8.1

現 在 

病床数 医療療

養病床 左のうち 

回復期ﾘﾊ 

一般病床 
介護老人

保健施設 

特別養護

老人ﾎｰﾑ 
廃 止 未 定 

3,429 2,262 94 22 272 16 12 845 医 療 

療養病床 - 66.0% 2.7% 0.6% 7.9% 0.5% 0.4％ 24.6% 

1,642 637 5 61 368 20 0 556 介 護 

療養病床 - 38.8% 0.3% 3.7% 22.4% 1.2% 0.0％ 33.9% 

5,071 2,899 99 83 640 36 12 1,401 
計 

- 57.2% 2.0% 1.6% 12.7% 0.7% 0.2% 27.6% 

※ 今回、回答がなかった18床については、未定に含めた 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

介護療養病床

 

医療区分１

65.1% 

医療区分２ 

29.3% 

医療区分３ 

5.6% 

※ 介護療養病床の入院患者のうち、誕生月が３，６，９，１２月である患者を抽出し調査 
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医療療養病床, 57.2%

一般病床, 1.6%

老健, 12.7%

特養, 0.7%

廃止, 0.2%

未定、27.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  
⑤ 転換先を未定とした理由 

   ・転換後の経営の見通しが不透明であるとする理由は、５２．９％であった。  

  ・転換先の介護施設等の基準・報酬等が明確でないとする理由は、２２．８％

であった。 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

A B C D E

8.8%

22.8%

52.9%

0.7%

14.8%

 
 

区分 転換先を未定とした理由 病 床 数 構 成 比 

A 転換先の介護施設等の医療提供の在り方が明確でない １２３床 ８．８％ 

B 転換先の介護施設等の基準・報酬等が明確でない ３１９床 ２２．８％ 

C 転換後の経営の見通しが不透明である ７４１床 ５２．９％ 

D 床面積基準の拡大から病床削減をせざるを得なく、経営が困難となる １０床 ０．７％ 

E その他 ２０８床 １４．８％ 

計 １，４０１床 － 

※ 今回、回答がなかった18床については、「その他」に含めた 
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(1) 療養病床が果たすべき役割 

 

療養病床は、病院又は診療所の病床のうち、主として長期にわたり

療養を必要とする患者を入院させるためのものであり、医療を必要と

する慢性期の患者の受入れや脳血管疾患等の患者に対して回復期のリ

ハビリテーションを提供する役割を果たしてきました。 

今後は、療養病床は医療の必要性の高い慢性期の患者を受け入れる

施設であるとの位置づけを明確にするとともに、医療の必要性の低い

方で在宅生活が困難な方は、介護保険施設等で適切な介護サービスを

提供するなど、療養病床と介護保険施設等の機能分化を進めることと

し、高齢者の状態に応じて適切な場所で必要なサービスを受けられる

よう相互の連携を進めていく必要があります。 

 

 

(2) 転換を進めるにあたっての課題 

 

    ア 入院患者やその家族の方の理解と協力 

       療養病床の転換については、現に入院されている患者やその家族の

方々の理解と協力が不可欠であり、医療機関において、療養病床の転

換の意義や考え方を充分説明するとともに、患者と相談しながら、患

者の状態に応じた適切なサービスが受けられるところを紹介するな

ど、患者の支援を行う必要があります。 

 

 

    イ 退院することとなる患者の受入れ先の確保 

        医療の必要性が低いとされ、退院することとなる患者については、

介護老人保健施設などの施設への入所や訪問介護などの介護や医療・

福祉サービスを利用した在宅での生活など、患者それぞれの状態に見

合った適切なサービスが受けられるよう受け皿を確保する必要があり

ます。 

 

 

     ウ 医療機関の理解と協力 

       療養病床の再編成は、今後の医療・介護の改革の方向性や地域にお

ける需要の動向などを踏まえて、療養病床を有する医療機関自らの判

断によって実現されるものであり、療養病床の再編成の必要性につい

て、医療機関の理解と協力が必要です。 

 

 

      エ 転換先施設の人員配置基準に対応した職員の確保 

      療養病床の転換に際しては、転換先の施設の人員配置基準に対応し

た介護職員や介護支援専門員などの人員を確保する必要があります。 

 

４  療養病床が果たすべき役割及び転換を進めるにあたっての課題 
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   ５  転換推進計画の内容 

 

(1) 作成の趣旨 

 

本計画は、平成１９年４月１日現在の療養病床について、療養病床の再

編成に伴い、医療の必要性が低いことから退院することとなる患者の適切

な受け入れ先である介護保険施設などを確保するとともに、現に入院して

いる患者や医療機関が不安を抱くことがないよう、平成２４年度までの療

養病床の転換過程を明らかにするために作成するものです。 

 

 

(2) 平成２４年度末の医療療養病床の目標数 

  本年度策定する石川県医療費適正化計画(案）(平成２０年度～平成２４年度)では、

平成２４年度末における医療療養病床の目標数を３，４７５床としており、その考

え方は次のとおりです。 

 

  〈目標数の算定の考え方〉 

   ○ 平成２４年度末時点の療養病床の病床数は、医療保険適用の療養病床(回復期リハビ

リテーション病棟である療養病床を除く)の現状値(平成１８年１０月現在)から医療

療養病床から介護保険施設等に転換する見込み数を差し引き、介護療養病床から医療

療養病床に転換する見込み数を加えた数を基に、医療費適正化計画期間(平成２０年度

～平成２４年度)中の後期高齢者人口の伸び率（平成１８年度から平成２４年度までの

伸び率）等を勘案して設定する。 

   ○ 療養病床から介護保険施設等に転換する見込み数は、国の参酌標準では医療区分１

と、医療区分２の３割の入院者に対応する病床数とされているが、本県では医療区分

１のみの入院者に対応する病床数とした。 

  ○ 平成１８年１０月現在の療養病床５，２９１床のうち、医療区分３及び２に対応す

る入院者は医療の必要性が高く、引き続き療養病床で対応するものとして３，４７５

床を設定した。 

   ○ 目標値については、必要に応じて見直しを行う。 

 

  〈算定式〉 

     平成２４年度末時点での療養病床数＝①＋②＝3,475 床 

① ａ－ｂ＋ｃ 2,968 

医療療養病床（回復期リハビリテーション病棟である療養病床を除く） 

(平成１８年１０月)の現状数 
3,494 

医療療養病床から介護保険施設等に転換又は削減する見込み数 

(平成１８年１０月)      【3,494×38.3%（医療区分 1 の割合）】 
1,338 

ａ 

 

ｂ 

 

ｃ 
介護療養病床から医療療養病床へ転換する見込み数 

(平成１８年１０月)   【1,797×45.2%(医療区分 2 及び 3 の割合)】 
812 

② 計画期間(Ｈ２０～２４年度)中の後期高齢者人口の伸び率（Ｈ１８→

Ｈ２４年度までの伸び率）を加算 

             【2,968×17.07%（後期高齢者人口の伸び率）】 

507 
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国国国国のののの再編成再編成再編成再編成イメージイメージイメージイメージ    

(3) 医療療養病床数の圏域別目標数  

（単位：床）                 （単位：床） 

療養病床数 

H19.4.1現在 

   区 分 
医療療

養病床 
後期高齢者

1,000人 

あ た り 

介護療

養病床 
計 

県 全 体 3,452 27.1 1,674 5,126 

南 加 賀 639 24.9 266 905 

石川中央 2,413 37.8 895 3,308 

能登中部 224 10.4 265 489 

 

能登北部 176 10.7 248 424 

   ※ 回復期リハ75床を除く 

 

○ 圏域別の療養病床数については、本県の医療費適正化計画の目標数の算出方法に準じて算出し、アンケ

ート調査結果の転換意向を勘案のうえ、圏域別目標数を算出しています。 

○  医療療養病床は、後期高齢者の利用割合が高い(Ｈ17年全国ベース70％)ことから後期高齢者1,000人

あたりの病床数を参考値として記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※ 医療の必要性が高い患者 ＝ 医療区分３＋医療区分２の７割 

     医療の必要性が低い患者 ＝ 医療区分１＋医療区分２の３割 

 

平成２４年度末 

医療療養病床目標数 

後期高齢者

1,000人 

あ た り 

県 全 体 3,475 27.2 

南 加 賀 547 21.3 

石川中央 2,419 37.9 

能登中部 269 12.5 

 

能登北部 240 14.5 

 

 

医療療養病床 

（回復期リハを除く） 

２３万床 

介護療養病床 

１２万床 

医療療養病床 

（回復期リハを除く） 

ベースとなる算定式に各都道府県が、

それぞれの実情を加味して設定した目標

数を積上げて算出 

ベースとなる算定式を全国レベルで機械

的に計算すると約１５万床 

老人保健施設 

ケアハウス 

在宅療養支援拠点  など 

平成２０年度 

第１期医療費適正化計画開始 

Ｈ２４年度 

第１期終了 

回復期リハ 

（医療療養病床） 

２万床 

回復期リハ 

（医療療養病床） 

医
療
の
必
要
性
が
低
い

医
療
の
必
要
性
が
高
い

 

回復期リハを 

除く療養病床 

  ３５万床 

  （H18年度） 
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(4) 転換推進計画 

  

〈総括表〉 

                                  （単位：床） 

療養病床数 

（H19.4.1現在） 
転換推進計画（H24年度末） 

区 分 医 療

療 養

病 床 

介 護 

療 養 

病 床 

計     

医 療

療 養

病 床 

老健 特養 
一 般 

病 床 

回復

期 

リハ 

廃止 未定 計 

県 全 体 3,452 1,674 5,126 3,475 640 36 133 104 12 726 5,126 

南 加 賀 639 266 905 547 352 0 6 0 0 0 905 

石川中央 2,413 895 3,308 2,419 20  36 121 104 4 604 3,308 

能登中部 224 265 489 269 220 0 0 0 0 0 489 

 

能登北部 176 248 424 240 48 0 6 0 8 122 424 

※ H19.4.1現在の回復期リハ75床を除く 

 

 ○ 老健、特養、一般病床、回復期リハ、廃止は、Ｈ１９年８月の転換意向アンケート調査結果の転換意向を

反映しています。ただし、一般病床、回復期リハは、平成１９年４月から８月までに転換した病床数を加算

しています。 

   ※ Ｈ１９年４月から８月までの転換 

医療療養病床から一般病床へ50床、介護療養病床から回復期リハへ5床、介護療養病床から医療療養病床へ27床 

   

 ○ 未定の推移 

            Ｈ１９年８月アンケート調査結果           転換推進計画 

    医療療養病床     ２，８００床                 ３，４７５床 

 

                          

                                        ７２６床 

 

 ○ 第４期（Ｈ２１～２３年度）介護保険事業支援計画の作成に当たっては、再度医療機関の転換意向の調

査を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６７５床 

未     定       １，４０１床 
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【県全体】 

 

   （医療療養病床） 

                                                                              (単位：床) 

年  度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 計 

年度当初の病床数（回復期リハ除く）ａ  3,452  3,439  3,645  3,583  3,525  3,498  

介護老人保健施設 0 0   8 0 164 100 272 

特別養護老人ホーム 0  16 0 0 0 0 16 

一般病床  50   6 0 0  16 0 72 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病床 0 40 54 0 0 0 94 

廃 止 0 0 0 0 0 12 12 

未 定 0 0 0 102 101 101 304 

転

換

先 

計   ｂ 50 62 62 102 281 213 770 

介護療養病床からの転換分 ｃ     37   268  0  44   254   190 793 

年度末の病床数 （ａ－ｂ＋ｃ）  3,439  3,645  3,583  3,525  3,498 3,475  

        

    ○  転換年度については、転換意向アンケート調査結果を反映しています。 

        ○ 「未定」については、医療療養病床を除く他の施設などへ転換するものと仮定し、転換年度は、平成 

２２年度から平成２４年度までの３年間で段階的に増加するように設定しています。 

 

 

 

（介護療養病床）                                                         

                                                             (単位：床) 

年  度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 計 

年度当初の病床数 ａ  1,674  1,632  1,334  1,330  1,090     0  

介護老人保健施設 0 10  4  0 274 ( 80)  368 

特別養護老人ホーム 0  20 0 0 0 (  0) 20 

医療療養病床への転換分  37 268 0 44 254 (190) 793 

一般病床 0 0 0  55   0 (  6)  61 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病床 5 0 0 0 5 (  0) 10 

廃 止 0 0 0 0 0 (  0) 0 

未 定 0 0 0 141 141 (140) 422 

転 

換 

先 

 

計  ｂ 42 298 4 240 674 (416)  1,674 

年度末の病床数  （ａ－ｂ）  1,632  1,334  1,330  1,090   416 0  

○ 転換年度については、転換意向アンケート調査結果を反映しています。 

 ○ 「未定」については、医療療養病床を除く他の施設などへ転換するものと仮定し、転換年度は、平成 

２２年度から平成２４年度までの３年間で段階的に増加するように設定しています。 
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【南加賀圏域】 

 

（医療療養病床）                                                                                

(単位：床) 

年  度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 計 

年度当初の病床数（回復期リハ除く） ａ   639    647    647    639    659   574  

介護老人保健施設 0 0   8 0 120 100 228 

特別養護老人ホーム 0  0 0 0 0 0 0 

一般病床  0   0 0 0  0 0 0 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病床 0 0 0 0 0 0 0 

廃 止 0 0 0 0 0 0  0 

未 定 0 0 0 0 0 0 0 

転

換

先 

計   ｂ 0 0 8 0 120 100 228 

介護療養病床からの転換分 ｃ      8   0  0  20    35    73 136 

年度末の病床数 （ａ－ｂ＋ｃ）   647   647   639   659   574 547  

      

（介護療養病床）        

                                                              (単位：床) 

  

【石川中央圏域】 

     

（医療療養病床）  

                                                                             (単位：床) 

年  度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 計 

年度当初の病床数（回復期リハ除く） ａ  2,413  2,392  2,604  2,550  2,448  2,438  

介護老人保健施設 0 0   0 0 0 0 0 

特別養護老人ホーム 0  16 0 0 0 0 16 

一般病床  50   0 0 0  16 0 66 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病床 0 40 54 0 0 0 94 

廃 止 0 0 0 0 0  4   4 

未 定 0 0 0 102 101 101 304 

転

換

先 

計    ｂ 50 56 54 102 117 105 484 

介護療養病床からの転換分 ｃ     29   268  0  0  107    86 490 

年度末の病床数 （ａ－ｂ＋ｃ）  2,392  2,604  2,550  2,448  2,438 2,419  

年  度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 計 

年度当初の病床数 ａ   266    258   258    254    234     0  

介護老人保健施設 0 0  4   0  60  ( 60) 124 

特別養護老人ホーム 0  0 0 0 0 (  0) 0 

医療療養病床への転換分   8 0 0 20  35 ( 73) 136 

一般病床 0 0 0  0     0  (  6)   6 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病床 0 0 0 0 0 (  0) 0 

廃 止 0 0 0 0 0 (  0) 0 

未 定 0 0 0 0 0 (  0) 0 

転

換

先 

計 ｂ 8 0 4 20  95  (139)  266 

年度末の病床数 （ａ－ｂ）   258   258   254   234  139 0  
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  （介護療養病床）   

                                                                 (単位：床) 

年  度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 計 

年度当初の病床数 ａ   895   861   573    573    418     0  

介護老人保健施設 0 0  0  0 0 ( 20)  20 

特別養護老人ホーム 0  20 0 0 0 (  0) 20 

医療療養病床への転換分  29 268 0 0 107 ( 86)  490 

一般病床 0 0 0  55    0   (  0)  55 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病床 5 0 0 0 5 (  0) 10 

廃 止 0 0 0 0 0 (  0) 0 

未 定 0 0 0 100 100 (100) 300 

転 

換 

先 

 

計  ｂ 34 288 0 155 212  (206)  895 

年度末の病床数 （ａ－ｂ）   861   573   573   418   206   0  

                       

 

【能登中部圏域】 

 

    （医療療養病床） 

                                                                       (単位：床) 

年  度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 計 

年度当初の病床数（回復期リハ除く） ａ   224    224    224    224    238   248  

介護老人保健施設  0 0   0 0  44 0 44 

特別養護老人ホーム 0  0 0 0 0 0 0 

一般病床  0   0 0 0  0 0 0 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病床 0 0 0 0 0 0 0 

廃 止 0 0 0 0 0  0 0 

未 定 0 0 0 0 0 0 0 

転 

換 

先 

 

計   ｂ 0 0 0 0    44 0 44 

介護療養病床からの転換分 ｃ  0  0  0  14    54     21 89 

年度末の病床数 （ａ－ｂ＋ｃ）   224   224   224   238   248 269  

     

 

 （介護療養病床） 

                                                                        (単位：床) 

年  度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 計 

年度当初の病床数 ａ   265    265    255    255    241     0  

介護老人保健施設 0 10  0  0 166 (  0) 176 

特別養護老人ホーム 0  0 0 0 0 (  0) 0 

医療療養病床への転換分  0 0 0 14 54  ( 21)   89 

一般病床 0 0 0  0   0  (  0)  0 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病床 0 0 0 0 0 (  0) 0 

廃 止 0 0 0 0 0 (  0) 0 

未 定 0 0 0 0 0 (  0) 0 

転 

換 

先 

 

計   ｂ 0 10 0 14  220 ( 21)  265 

年度末の病床数 （ａ－ｂ）   265   255   255   241    21 0  
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【能登北部圏域】 

 

    （医療療養病床） 

                                                                   (単位：床) 

年  度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 計 

年度当初の病床数（回復期リハ除く） ａ   176    176    170    170    180   238  

介護老人保健施設 0 0   0 0  0 0 0 

特別養護老人ホーム 0  0 0 0 0 0 0 

一般病床  0   6 0 0  0 0 6 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病床 0 0 0 0 0 0 0 

廃 止 0 0 0 0 0 8   8 

未 定 0 0 0 0 0 0 0 

転

換

先 

計    ｂ 0 6 0 0 0 8 14 

介護療養病床からの転換分 ｃ  0  0  0  10    58  10 78 

年度末の病床数 （ａ－ｂ＋ｃ）   176   170   170   180   238 240  

      

（介護療養病床） 

                                                                              (単位：床) 

年  度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 計 

年度当初の病床数 ａ   248    248    248    248    197     0  

介護老人保健施設 0 0  0  0  48 (  0) 48 

特別養護老人ホーム 0  0 0 0 0 (  0) 0 

医療療養病床への転換分  0 0 0 10 58   ( 10) 78 

一般病床 0 0 0  0   0  (  0)  0 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病床 0 0 0 0 0 (  0) 0 

廃 止 0 0 0 0 0 (  0) 0 

未 定 0 0 0 41 41 ( 40) 122 

転

換

先 

計  ｂ 0 0 0 51 147  ( 50)  248 

年度末の病床数 （ａ－ｂ）   248   248   248   197     50 0  
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 (5) 療養病床の転換分を含めた施設・居住系サービスの必要量の見込み 

 

① 施設・居住系サービス 

    県全体の施設・居住系サービスの利用者数は、平成１８年度の約１万３千人が、平成 

２３年度には、約１万５千人と１３％の増加が見込まれます。 

 圏域別では、南加賀が１１．９％、石川中央が１６．７％、能登中部が９．５％、能登

北部が４．５％の増加が見込まれます。 

 

                               （単位：人／月） 

区   分 
H18年度 

(2006) 

H19年度 

(2007) 

H20年度 

(2008) 

H21年度 

(2009) 

H22年度 

(2010) 

H23年度 

(2011) 

H23/H18 

 

施設・居住系サービス利用者数    13,347 13,769 13,994 14,432 14,650 15,079 113.0% 

  うち転換分 0 △42 △294 △286 △283 △277  

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 5,297 5,445 5,659 5,733 5,715 5,800 109.5% 

 うち転換分 0 0 36 36 36 36  

介護老人保健施設 3,471 3,590 3,624 3,682 3,711 4,203 121.1% 

 うち転換分 0 0 10 22 22 460  

介護療養型医療施設 1,844 1,632 1,334 1,330 1,090 416 22.6% 

 うち転換分 0 △42 △340 △344 △584 △1,258  

施
設
サ
ー
ビ
ス 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 49 94 137 137 208 264 538.8% 

認知症対応型共同生活介護（介護予防含む） 2,086 2,206 2,312 2,504 2,603 2,730 130.9% 

特定施設入居者生活介護 （   〃   ） 600 802 872 976 1,010 1,039 173.2% 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 56 70 70 142 皆 増 

県

全

体 

転換先未定分 0 0 0 0 243 485  

 

※ 平成18年度は、平成18年10月の利用実績。平成19年度以降は、市町による必要量の推計をベースに、療養病床の転換に伴う

影響を加味して推計 

 

 

 

施設・居住系サービス必要量の推移（県全体）
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                                     （単位：人／月） 

区   分 
H18年度 

(2006) 

H19年度 

(2007) 

H20年度 

(2008) 

H21年度 

(2009) 

H22年度 

(2010) 

H23年度 

(2011) 

H23/H18 

 

施設・居住系サービス利用者数    2,793 2,880 2,915 3,000 3,038 3,126 111.9% 

 うち転換分 0 △8 △8 0 △20 65  

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 1,112 1,107 1,065 1,067 1,025 1,027 92.4% 

 うち転換分 0 0 0 0 0 0  

介護老人保健施設 905 903 914 927 928 1,109 122.5% 

 うち転換分 0 0 0 12 12 192  

介護療養型医療施設 269 258 258 254 234 139 51.7% 

 うち転換分 0 △8 △8 △12 △32 △127  

施
設
サ
ー
ビ
ス 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 44 87 87 131 131 皆 増 

認知症対応型共同生活介護 (介護予防含む) 369 394 404 434 488 488 132.2% 

特定施設入居者生活介護 （   〃   ） 138 174 187 231 232 232 168.1% 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 0  

南

加

賀 

転換先未定分 0 0 0 0 0 0  

 
 

 

                                     （単位：人／月） 

区   分 
H18年度 

(2006) 

H19年度 

(2007) 

H20年度 

(2008) 

H21年度 

(2009) 

H22年度 

(2010) 

H23年度 

(2011) 

H23/H18 

 

施設・居住系サービス利用者数    6,686 6,920 6,982 7,273 7,427 7,801 116.7% 

 うち転換分 0 △34 △286 △286 △239 △250  

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 2,513 2,607 2,804 2,877 2,888 2,974 118.3% 

 うち転換分 0 0 36 36 36 36  

介護老人保健施設 1,683 1,776 1,792 1,819 1,849 1,897 112.7% 

 うち転換分 0 0 0 0 0 0  

介護療養型医療施設 984 861 573 573 418 206 20.9% 

 うち転換分 0 △34 △322 △322 △477 △689  

施
設
サ
ー
ビ
ス 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 24 25 25 25 52 108 450.0% 

認知症対応型共同生活介護 (介護予防含む) 1,101 1,133 1,199 1,336 1,346 1,457 132.3% 

特定施設入居者生活介護 （   〃   ） 381 518 560 614 643 669 175.6% 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 29 29 29 87 皆 増 

石

川

中

央 

転換先未定分 0 0 0 0 202 403  
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                                     （単位：人／月） 

区   分 
H18年度 

(2006) 

H19年度 

(2007) 

H20年度 

(2008) 

H21年度 

(2009) 

H22年度 

(2010) 

H23年度 

(2011) 

H23/H18 

 

施設・居住系サービス利用者数    2,222 2,266 2,337 2,379 2,413 2,432 109.5% 

 うち転換分 0 0 0 0 △14 △24  

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 893 936 988 994 1,015 1,023 114.6% 

 うち転換分 0 0 0 0 0 0  

介護老人保健施設 583 601 605 627 631 851 146.0% 

 うち転換分 0 0 10 10 10 220  

介護療養型医療施設 333 265 255 255 241 21 6.3% 

 うち転換分 0 0 △10 △10 △24 △244  

施
設
サ
ー
ビ
ス 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 25 25 25 25 25 25 100.0% 

認知症対応型共同生活介護 (介護予防含む) 354 403 418 432 454 465 131.4% 

特定施設入居者生活介護 （   〃   ） 34 36 46 46 47 47 138.2% 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 0  

能

登

中

部 

転換先未定分 0 0 0 0 0 0  

 
 

 

                                     （単位：人／月） 

区   分 
H18年度 

(2006) 

H19年度 

(2007) 

H20年度 

(2008) 

H21年度 

(2009) 

H22年度 

(2010) 

H23年度 

(2011) 

H23/H18 

 

施設・居住系サービス利用者数    1,646 1,703 1,760 1,780 1,772 1,720 104.5% 

 うち転換分 0 0 0 0 △10 △68  

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 779 795 802 795 787 776 99.6% 

 うち転換分 0 0 0 0 0 0  

介護老人保健施設 300 310 313 309 303 346 115.3% 

 うち転換分 0 0 0 0 0 48  

介護療養型医療施設 258 248 248 248 197 50 19.4% 

 うち転換分 0 0 0 0 △51 △198  

施
設
サ
ー
ビ
ス 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0 0 0 0  

認知症対応型共同生活介護 (介護予防含む) 262 276 291 302 315 320 122.1% 

特定施設入居者生活介護 （   〃   ） 47 74 79 85 88 91 193.6% 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 27 41 41 55 皆 増 

能

登

北

部 

転換先未定分 0 0 0 0 41 82  
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６  療養病床の転換への支援措置 

 

(1)  県及び市町の役割  

 

    県は、療養病床の転換が円滑に行われるよう医療機関を支援し、関係団体

への情報提供や啓発等に努めます。 

また、住民に最も近い市町と連携し、住民に対する情報提供や住民からの

相談に対応するなど入院患者やその家族等の不安を取り除くように努めます。 

 

 

(2)  相談体制の確保 

 

   入院患者や家族、医療機関が不安を抱くことのないよう、引き続き、県に

相談窓口を設置し、相談等について対応していきます。 

また、市町においても利用者等の相談等に十分に対応するよう求めます。 

    なお、医療機関においても入院患者や家族からの相談等に応ずるよう理解

と協力を求めます。 

 

 

 

 

療養病床の再編成に関する相談窓口 

 

 

 

石川県健康福祉部医療対策課 

電話 ０７６－２２５－１４３３ 

 

県における相談窓口 

 

利用者や医療機関からの療養病床再 

編成に関する相談など全般 石川県健康福祉部長寿社会課 

電話 ０７６－２２５－１４１７ 

各市町における利用者等の相談窓口 各市町の担当課及び地域包括支援センター 
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 (3)  県及び市町の支援措置 

 

  ① 地域介護・福祉空間整備等交付金(～Ｈ２３) 

   ・対象：介護療養病床 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 療養病床助成事業（Ｈ２０～） 

   ・対象：医療療養病床 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請先 配分基礎単価（転換元１床あたり） 転換先の施設種類 

 

市 町 ○創 設 

 既存の施設を取り壊さずに、新たに施設

を整備する場合     １，０００千円 

 

○改 築 

 既存の施設を取り壊して、新たに施設を

整備する場合      １，２００千円 

 

○改 修 

 躯体工事に及ばない屋内改修（壁撤去

等）の場合          ５００千円 

① 介護老人保健施設 

② ケアハウス 

③ 有料老人ホーム 

（居室は原則個室、１人あたりの床

面積が概ね１３㎡以上） 

④ 特別養護老人ホーム及び併設され

るショートステイ 

⑤ 認知症高齢者グループホーム 

⑥ 小規模多機能型居宅介護事業所 

⑦ 生活支援ハウス 

⑧ 高齢者専用賃貸住宅 

申請先 補助単価（転換先１床あたり）（案） 転換先の施設種類（案） 

 

県 ○新 築 

 既存の施設を取り壊さずに、新たに施設

を整備する場合     １，０００千円 

 

○改 築 

 既存の施設を取り壊して、新たに施設を

整備する場合      １，２００千円 

 

○改 修 

 躯体工事に及ばない屋内改修（壁撤去

等）の場合         ５００千円 

① 介護老人保健施設 

② ケアハウス 

③ 有料老人ホーム 

（居室は原則個室、１人あたりの床

面積が概ね１３㎡以上） 

④ 特別養護老人ホーム及び併設され

るショートステイ 

⑤ 認知症高齢者グループホーム 

⑥ 小規模多機能型居宅介護事業所 

⑦ 生活支援ハウス 

⑧ 高齢者専用賃貸住宅 
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③ 介護保険施設等に係る定員枠の弾力化 

 

ア 第３期介護保険事業（支援）計画における定員枠の弾力運用 

第３期計画（平成１８年度～平成２０年度）の介護保険施設等の定員枠

の総計の範囲内であれば、年度ごと又は施設種別ごとの定員枠を超えても、

医療療養病床から介護保険施設等への転換をできることとします。 

また、介護療養病床が他の介護保険施設等に転換する場合、転換先施設

の定員枠に空きがない場合であっても、転換先施設と介護療養病床の定員

枠の合計の範囲内に収まるときは、転換できることとします。 

 

イ 医療区分１の患者が多く、経営困難な医療機関の特例 

    第３期計画の各介護保険施設等の定員枠の総計を超える場合であっても、

一定の要件を満たす医療療養病床については、県及び市町の協議（認知症

高齢者グループホームへの転換の場合は市町の判断）により、介護保険施

設等へ転換できることとします。 

 

ウ 第４期介護保険事業（支援）計画における療養病床転換の受入れの円滑化 

第４期計画（平成２１年度～平成２３年度）では、療養病床の転換が本

格化することから、介護保険施設等への転換について、年度ごと施設種別

ごとの定員枠を設けないなど円滑に受け入れることを予定しています。 


